
 

○妊婦健康診査事業実施要綱 

平成21年4月1日 

(総則) 

第1条 妊婦健康診査事業(以下「事業」という。)の実施については、別に定めがあるもの

のほか、この要綱の定めるところによる。 

(対象者) 

第2条 事業の対象者は、市内に住所を有する妊婦とする。 

(事業内容) 

第3条 市長は、対象者に対し、「母性、乳幼児に対する健康診査及び保健指導の実施につ

いて」(平成8年11月20日児発第934号厚生省児童家庭局長通知)に基づき、妊婦に対する

一般健康診査及び指導(以下「健康診査」という。)を行い、又は健康診査の費用の助成を

行うものとする。 

(実施) 

第4条 健康診査は、市長が病院、診療所及び助産所(以下「委託医療機関」という。)にそ

の実施を委託することにより行う。 

2 前項の規定にかかわらず、対象者が、委託医療機関以外の医療機関において健康診査を

受けた場合等については、その費用を助成するものとする。 

(補助券の交付等) 

第5条 市長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定により母子健康手帳

を交付するときに、妊婦健康診査費用補助券（以下「補助券」という。）を対象者に16

枚（多胎妊娠の場合にあっては、追加受診分の補助券３枚を合わせた19枚）交付する。 

(受診) 

第6条 対象者は、委託医療機関において健康診査を受ける場合は、補助券を提出し、次に

掲げる額を超えた額については自ら負担するものとする。 

(1) 1回目の健康診査 10,000円 

(2) 2回目から16回目までのうちの2回の健康診査 10,000円 

(3) 2回目から16回目までの健康診査(前号のものを除く。) 5,000円 

(4) 17回目から19回目までの健康診査(多胎妊娠追加受診分) 5,000円 

(健康診査の結果の確認) 

第7条 市長は、健康診査の結果に関する確認を一般社団法人横須賀市医師会(以下「医師会」

という。)に委託して行うものとする。 



 

2 医師会は、確認の状況を1月ごとに妊婦健康診査結果確認報告書をもって翌月末日まで

に市長に提出するものとする。 

(費用の助成) 

第8条 第4条第2項の規定により、健康診査の費用の助成を受けようとする者は、妊婦健康

診査費用助成申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。 

(1) 健康診査の費用に係る領収書 

(2) 補助券 

(3) 母子健康手帳の写し 

(4) 振込先となる金融機関の口座がわかる書類 

2 助成の額は、第6条に掲げる額を限度とする。 

3 助成を受けようとする者は、健康診査を受けた翌日から起算して1年以内に市長に申請 

  するものとする。 

(交付決定) 

第9条 市長は、前条第1項の規定により申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容

を審査し、適当と認めたときは、妊婦健康診査費用助成決定通知書をもって通知するもの

とする。 

(助成金の返還) 

第10条 市長は、申請者が、偽りその他不正の手段により費用の助成を受けたとき又は助

成後に過納若しくは誤納があったときは、当該申請者から当該助成の額の全部又は一部を

返還させることができるものとする。 

(その他の事項) 

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、民生局健康部長が定める。 

附 

(施行期日) 

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。 

(旧要綱の廃止) 

2 妊婦健康診査事業実施要綱(平成9年4月1日制定)は、廃止する。 

附 則 

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。 



 

附 則 

この要綱は、平成29年6月1日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、令和6年4月1日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ この要綱による改正後の妊婦健康診査事業実施要綱の規定は、施行日以後に受診した

健康診査から適用する。 

３ 施行日以前に交付された補助券の金額について、「3,500円」とあるのは「5,000円」

と読み替えて適用する。 


